
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

　　　　　　　　　　　　　平成１４年１０月７日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

浴水循環保温機能付温水器

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　電気温水器に浴槽水循環保温機能を付加したもので、電気温水器部分は貯湯タ
ンクと沸き上げヒーターから構成され、給湯専用に使用される。循環保温機能は
循環ポンプと保温ヒーターで構成され、温水器と独立して風呂水の保温又は加温
を行うものである。温水器と循環保温機能とは配管接続されており、風呂水が減
少したとき貯湯タンクより自動補給又は自動湯張りをすることができる。温水器
と循環保温機能との配管中に給湯水と風呂水との混水防止用逆止弁を有してい
る。なお、浴槽と循環保温機能とは配管接続されているが、風呂水の濾過装置は
有していない。

○構造、仕様、意匠
　電気回路（制御回路を除く）は、電気温水器と循環保温機能それぞれ独立して
おり、給湯水と風呂水とは、混水防止のための混水防止用逆止弁を備えている。
　　定格；温水器、２００Ｖ、４，４ｋＷ（ヒーター容量）
　　　　　循環保温機能、１００Ｖ、１ｋＷ（ヒーター容量）

○ 主な使用者、販売先
一般販売

２　対象・非対象の解釈

　電気温水器に浴槽水循環保温機能部を含み、全体で特定電気用品中、電熱器具
の「電気温水器」として取り扱う。

（理由）
　電気温水器から浴槽水循環保温機能部への自動給湯機能を有しているので、電
気温水器と浴槽水循環保温機能部とは一体不可分の関係にある。従って、電気温
水器と浴槽水循環保温機能部全体で特定電気用品の電熱器具の「電気温水器」と
して取り扱うのが妥当と判断する。
　なお、循環保温機能部分には濾過装置（又は機構）を有していないため、「浴
槽用電気温水循環浄化器」とは見なせない。


